
内 閣 府 委 託 事 業

遺隔地 でもば つ 与り

出張相識に よる現地サ ポ ー ト

電話相談や､ インタ
ー

ネットによる｢ 認定取得 サポ ー トシス テム( 2 0 1 2 年1 2 月運用 開始)｣ を活用 することで､

事務所や ご自宅で ､ 認 定取得支援専門スタッ フの サポ ー トを受けることができます｡

さらに出張相談を組み合わせれ ば､ 実際の会計書類等を参 照し､ より的確に申請書の チェ ッ クが可能 ｡

遠隔地と現地の ダブル サポ ー トで､ 認定取得をとことん応接い たします ｡

* ホシ ス テ ム は内閣府｢ 被災地で活動する N P O 法人の認定申請加速化に向けた現況調査｣ 事業において

岩手 ･ 宮城 ･ 相島の N P O 法人に限り､ 2 0 1 3 年3 月8 日まで無料で提供いたします｡ ぜ ひ ､ ご活用ください ｡

･ ･ ･ さらに ､

※2 2 0 1 3 年 3 月8 日ま で

姦1 サポ ー トシステ ム ご利用にあたってlよ､ 簡単な利用登録だけ｡ 複雑な改定も専用アプリケ ー ショ ン の ダウ ン ロ ー ドも必要ありません ｡



｢ 認定 N P O 法人制 度｣ とは ､ 所轄 庁から｢ 認 定｣ を受 けた｢ 認 定

N P O 法人｣ 及び､ ｢ 認定N P O 法人へ の寄付者｣ に対して､ 様々な税金

の優遇を与えることで ､ 認定N P O 法人の活動を税制面で 応接する

制度 です ｡ 平成1 3 年に制定されました｡

平成2 4 年4 月 に改正 N P O 法が施行され ､ いま多くの N P O 法人に

認定取得のチャンスが広がっ て います!

｢ N P O 法 人( 特定 非 営 利活 動 法 人)｣ に なる た め には ､ 所 緒 庁( 都 道 府 県 / 政 令市)

か らの 罪 証 を受 ける 必要 があ り ます ｡ 税 制優遇 を 受 け られ る｢ 認定 N P O 法 人｣ に

な る ため に は ､ さ ら に所 轄 庁か らのr 認定｣ を受 け る必 要 が あ りま す .

◎ 税制優遇されるの で ､ 寄付が集めやすくなります｡

寄付金額の4 0 % (住民 税と合わせ て最大で5 0 % ) の寄付金控除が受けられます｡

( 寄付金顆 削 - 2 ,0 0 0 円) × 5 0 % ※2 = 減税額
掛1 その年中に｢ 認定 N P O 法人｣ に寄付をした金額 の合計 ｡

緊2 住民税を含めた割合｡ 住民税の控除割合は最大1 0 % ですが､ これ は各自冶僻によっ て速 い ます｡

例えば ､ 1 万円を寄付すると(所得金額に関係なく) … 3 .2 0 0 ～ 4
.
0 0 0 円 の減税になります｡

芯即諾㌫己?諾琶…芸㌫ 法 認苧孟孟ご三言よ.J,

⑳ 社会的信頼性が向上 します｡

⑳ 内部管理が しっ かり します｡ スタ ッ フの意識が向上 します｡

⑳ 情報公開が強化され､ 団体の透明性が向上 します｡

自団体でしつ かり資金を集めるためにも ､ 認定N P O 法人制度をご活用ください ｡

でも､ 認定を取るのは難しそう …

そんなに申請事務に時間を割けない し､

基準のことが分かる人も いない ‥ … ･

｡





■ 相談できる内容: 認定N P O 法人 の取得申請に関 すること

■ 対象となるN P O 法人 : 岩手県 ･ 宮城県 ･ 福島県に主 たる事 務所の ある N P O 法人

■ 事業実施期 間: 2 0 1 2 年1 2 月 ～ 2 0 1 3 年3 月 8 日

■ 電話相 談対 応時間: 平日( 月 ～ 金) の 1 0 時 ～ 1 7 時 * 祝祭日 ､ 年末年始( 1 2 月2 8 日 ～ 1 月3 日) は除く

■ 料 金 :

● 申込方法 :

無料 * シ ステ ム萱 訃 電話サポ ー ト 欄 地相掛ま無料バ尉詠料はお客様の ご負担となります

別紙 利用申込書 の 記載項目( ア ンケ
ー ト含む) をすべ てご富己入い ただき､

下記【提出先】まで F A X もしくは メ
ー ル にてお送りください ｡

【利用申込 書の掩出先】 話芸荒芸豊完讐㌘慧宝器喜芸詣誤諾去ミ誌壱い .
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添付の利用申込書でお申し込みください( 上記申込方法を参照ください) ｡ サポ ー トシス テム

利用希望の方は申込書にシステム 利用希望の旨をご記入ください｡

申請書の作成および認定診断

【電話に よる相談】

申請書の作成途中や認定に関して疑問に思うところは､ 電話で随時お答えい たします｡

【サポ ー トシステム を利用しての 診断書作成】

サポ
ー

トシステム を利用すれば ､ 認定の申請書を簡単に作成することができます｡ 認定診働は

順に質問に答えるだけでO K ｡ 認定要件に適合すれば印刷して ､ そのまま申請審として所轄庁

に提出することができます｡ サポ ー

トシステム 回答中の疑問にも随時お答えい たします｡

(彰 申請書のチェ ック

申請書を作成できた団体は ､ 出張 相談による申請書のチ ェ ックもご利用 いただけます｡

出張相談では､ シ ー

ズから相談員がお伺いして申請琶の チェ ックを行います｡ シ ー ス事務局で

日時を調整しますので､ 下記 へ お聞い 合せください ｡ * 訪 問で の 相 談は1 団体1 同( 2 時間 程 度) で す｡

･ ト④ 所轄庁 へ 相談に行って､ 申請書を捷出
所轄庁( 都道府県 / 政令市) に書類 を提出します｡ 事前に相談をしてスム ー スに進めましょう｡
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ー

ト

ダイヤ ル



または

E メ ー

ル: n lI O W やb @ a b 0 1i さ . 0 ¢ n . n ● .帥
件名を｢ 認定 N P O 取得に関するアンケ ー

ト｣ とし､ 下記項目を本文に記載して
お送りいただくか､ 本票を P D F 等で添付ファイルとしてお送りください ｡

認定 N P O 取得lこ関するア ンケ ー トの お願い

シ ー ズ では 『被災地 N P O 認定取得サポ ー ト事業』 を開始する に当たり､ 認 定取得､ N P O 法人運営に 関して ､
皆様がお困り の 点､ 抱えて いる課題 をぜひお 知らせい ただぎ■軽き たく存 じます｡ 以下の質問に ご回答い ただき､

まで に 悩 またはメ ー ル に てお 送り下さい ｡ ご協力の 程 ､ 何 卒よ ろ しくお願 い 申 し上げます｡

■N P O 法人の運営､ 諌定の取得に関して * 該当項目をチ ェ ック オしてください

法人 の 運営に つ い て
□ N P O 法人 の 運営に間層はな い 田 法人運営に困 っ て い る点が ある
ロ そ の他 ( )

運営で 因 っ て い る 点が

あればお答えく ださい

( 具体的に)

法人運営に つ い て誰 に

相談 しますか ?

□ 所轄庁に相談して い る 口 中間支援組織に相談 して い る
□ 税理士や行政書士等に相談して い る □ 相談する人が い な い

□ そ の 他 ( )

認定 N P O に つ い て 口 制度 の 内容を知っ て い る □ 概要なら知 っ て い る ロ ほ どん ど知らな い

藩定取得の 意思は
□ すで に取得 ､ 申請中 ･ 準備中 口 語定をとり た い が準備が進 ま ない

□ 検討中 □ とる予定はな い □ わからな い

その理由は何ですか ?

* 上記 で ｢ すでに取得 ､ 申請中 ･ 準備中｣ 以外を選んだ方の みお応えくださ い

□ 忙 しくて時間がない □ 制度がわからない ロ メリ ッ トを感 じない

□ そ の他 ( )

■会計 ･ 経理に つ いて

会計 ､ 経理 ス タ ッ フ □ 専任が い る ( 常勤 名 ､ 非常勤 名) □ 専任は い ない

会計ス タ ッ フの 経験 □ 企 業会計経験者 □ 簿記等資格者 口 経験なし

(複数回答可) □ 税理士 ･ 会計士等の 専門家 口 そ の 他 ( )

会計処理 の方法 ロ 単式簿記 □ 複式簿記 □ 不明

会計基準に つ い て □ N P O 法人会計基準を使 っ て い る ロ 使 っ て い ない □ 不明

顧問税理士又は会計士 □ い る □ い ない 専用会計ソ フ トの使用 □ 使用 □ 未使用

会計 ･ 税務での課題

□ 会計がわかる人が い ない ロ 担当者が変わ っ て引き継ぎが難 しい

ロ 税務で相談できる人が い な い □ 忙 しくて会計 ･ 税務に手が回 らない

□ そ の他 ( )

■その 他

今 一 番 必 要と して い る

支援は何ですか ?

■団体情報 ( 匿名希望の方は空欄でも構いません ｡ )

ご協力い ただき ､ 誠にありがとうござい ま した ｡

♯ご記入 いた だ い た個人情報は シ
ー ズ に お い て適切 に管 削 ､ たします｡ 個人情報 の 即 扱 い に関する方針はシ

ー ズ のホ
ー

ム ペ
ー ジ( bt t p :// w ⅦⅦ ･ n p O l 帽 b ･加/ ほ ご覧 下さい ｡

【お聞い合わせ ･ 送付先】 N P O 法人シ ー ズ ･ 市民活動を支える制度を つくる会

T E L : 0 3 ･ a 2 2 1
･

7 1 5 1 R A X : 0 8
･

3 2 2 1
･

7 1 5 2 E
･

m a 皿: n p O W e b @ a b e 払 . o c n . n e j p



ま た は

E∃ E メ ー ル : n P O W e b @ a b e Ii a . o c n . n e .j p
件 名 を｢被 災地 N P O 認 定取 得 サポート申込 み｣ とし ､ 下 記 項目 を本文 に 記 載して
お送 りい ただくか ､ 本 申込者 をP D F 等 で添 付ファ イル としてお送 りください ｡

『被災地 N P O 認定取得サポ ー ト事業』利用申込書
被災地 N P O 認定取得サポ ー ト事業をご利用いただくに は ､ 下記申込書の 内容をこ記入いただき､

F A X もしくはメール にて ､ シ
ー

ズ事務局までお送りください ｡

記入 日 : 年 月 日

※ ご記 入 い ただい た個 人 情 報 は シーズにお い て適 切 に管 理 い たします ｡ 個 人 情 報の 取 り扱 い に関 する 方針 は シーズ のホーム ペ ーシ( h tt p ノ/ 肌用∨机/ n P O Vゾe b.｣ p
/ ) をこ臨下 さい ｡

申込み / お 問 い 合 わ せ 先

N P O 法人シ ー ズ ･ 市民活動を支える制度をつくる会
〒1 0 2 ･ 0 0 7 5 東京都千代田区三番町2 4 ･ 2 5 三番町T Y プラザ 3 F 一定休別 土曜日 ･ 日曜日 ･ 祝日 ヰ 未年始

T E L : 0 3
-

3 2 2 1 - 7 1 5 5 / F A X : 0 3 , 3 2 2 1 - 7 1 5 2 / E メ ー ル : n p o w e b ◎ a b eJi a . o c n . n e .j p




